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（
内
閣
委
員
会
）

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周

辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
三
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
対
象
防
衛
関
係
施
設
を
、
そ
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ

る
対
象
施
設
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
自
衛
隊
の
施
設
を
職
務
上
警
護
す
る
自
衛
官
に
、
安
全
の
確
保
の
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
権
限
を
付
与
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
伴
い
、
題
名
を
「
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の

飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

文
部
科
学
大
臣
が
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
対
象
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空
港
を
、
そ
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ
る
対
象
施
設
と
み
な
し
、
重
要
施
設
の
周

辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
関
係
規
定
を
適
用
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の

整
備
を
行
う
。

三
、
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

二
と
同
様
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


